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ノ 市歴 史的都心部 に お け る建 築規 制の 変遷 と都市像 に 関す る研究
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　　 In　Italy　the　architectural　regulation 　on 　rehabilitation 　has　important　effect　to　conserve 　architectures 　and 　historic　ccnter　on 　the　rcspect 　of
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heritage．　An 　architeotura 旦regulation 　shows 　the　way 　ofusing 　buildings　and 　the　way 　ofrevitalizing 　the　historic　center
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　　 　 ウル ビ
ー

ノ 市、歴史的都 心部、建 築規制、都市像

1 ．は じめ に

1 ＞背景

　イ タ リア 中部マ ル ケ州 に ある ウル ビ ー
ノ は、世界文 化遺産 に 登 録

されて い る歴 史都市 で あ る。現 在、ウル ビ
ー

ノの 玄関 口 に あ た る メ

ル カ ターレ 広 場の 目の 前 に ある城 壁部分 で 修復工 事 が進 め られ て い

る。か つ て ドゥ カーレ宮 殿 の 厩 舎で あ っ た城 壁内部 の 活用 はす で に

1970 年代 か ら計画 されて お り、結 果的 に文 化 拠点 （学生セ ン タ
ー

と

市民美術館 の 複合施設） と し て 再利 用す る こ とが 決 定 され た。しか

し、設計段 階で 、デ ザ イ ン を巡 っ て 対立 す る議論 が 生 じ た。設 計者

で あ る ジ ャ ン カ ル ロ
・デ ・カ ル ロ

1）
は 現代的 な材 料 を用 い て 波型 の

屋 根 を架 ける 設計案 を提 案 し たが、文化 監督庁や住民 が ウル ビ ー
ノ

の 特長 が損 なわ れ る とい う理 由か ら反 対 し、そ の ま ま 実現す る こ と

は許可 され なか っ た。伝 統的 な素材 を用 い た 直線的 な屋 根に設 計変

更す る こ とに よ り、現在 の 施工 段階に至 っ て い る。〔写 真 P ｝．2〕
2 ＞ 目的

　歴史的都 心 部の 建築行 為 に お い て は、建 築 形 態 を慎 重 に検討 す る

こ とが求 め られ る が、同 時 に都 市機 能の 維 持 ・促 進 に 配 慮 した 建 築

計画 を検討す る こ と も必 要 と され る。イ タ リア で 定 め られ て い る建

築行為 に 対す る規制
3｝ （以 下 、建築規制 と表記 す る ）は 歴 史的 建築

の 形態維 持に 有効な手段 で あ り、さらに歴 史的都心 部を 保全する仕

　 　
＊
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写 真 1 デ・カ ル ロ 設 計 案 写 真 2　現 在 の 修 復 状況

組 み を 作 り出 して い る。しか し、歴 史的建 築 を保 存す べ き 対 象 と し

て 捉 え る の で は な く、利 用 すべ き対象 と して も捉 え る な らば、形態

の 変更 に 関わ る建 築規制 は 建 築が 持 つ 歴 史的経緯 だ けで な く、都 市

の 中で そ の 建 築が担 う機 能 ・役割 か ら も検討 され るべ き とす る議論

もあ る だ ろ う。歴 史的都 心 部に 新た な機 能や役割 を与 え る場 合に は、

建築形 態の 保存を 目的 と した 建 築規制 は、時 に 障害 に もなる と考 え

られ る。し た が っ て 、建 築規制は 活用 方 法に も影 響 を 与 え て お り、
一

つ の 建 築の 建 築 計画 に影 響 を与 え る だ けで な く、歴 史的都 心 部全

体 の 計 画 や 将 来構 想 に 影 響 を 与 え る の で はな い だ ろ うか。そ こ で 本

研 究 で は、歴 史 的都 心 部 に 指 定 され て い る建 築規 制の 総体 を 把握 し、

そ の特徴 と決定要 因を明 らか に す るこ と を目的 とす る。また、特徴

Graduate　Student，　 Dept ．　 of 　Socia］ Engineering ，　 Tokyo 　 InstitUtc　 of 　Tech 瓦ユology ，
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と決定要因 か ら建築規 制の 総体 が示 して い る歴史的都 心部 像 を明 ら

か に し、建築規制の 役割 を考察す る こ とを 目的 とす る。

3 ）方 法

　 ウル ビ ー
ノ で は 1964年 に 都 市基 本計画 が施 行 され 、これ に 基づ い

た建 築規制 が つ く られ た。そ の 後、1983年 に 新 しい 建 築規制 が つ く

られて い る。1964 年 の 建 築規 制は 冒頭の デ・カ ル ロ に よっ て 作成 さ

れ た が、彼 は 「歴史的都 心 部 は経 済的、祉 会的な 役割 を 持た な けれ

ば な らない 」
4）

と論 じて お り、歴 史的都心 部に 変化 を加 え る こ との

必 要性 を示 して い る。一
方、1983 年の 建 築 規制は 歴 史的都 心 部保 全

を 目的 と して 新た に 設 けられ た制度に従 っ て 作成 された。

　本稿 で は こ の 2 つ の 建 築規制 を 対象 とす る。具体 的に は、歴 史的

都 心 部内の 既 存建 築 に指 定 され た 建 築規制 を 統計的 に 把握 し、ウル

ビーノ の 歴 史的都心 部 に お ける建 築規制 の 特徴 を明 らか に す る。さ

らに、建築規 制内容 と各 建物 の 基礎 情報
j｝ （自治体 が行 っ た 建 築調

査 結果、建物 の 立地状況、用途指 定） との 相関性 か ら、建 築規 制を

決 定 して い る 要因 を瞬 らか にす る。 1964 年 の 建築規制 に つ い て は 3

章で、1983 年の 建築規 制 につ い て は 4章 で 展開す る。最後 に、5 章

で 3，4 章 の 結 果 か ら、建 築規 制 の 役 劉 に つ い て 考 察 す る。

4 ）既 往 研 究

　歴 史 的 都 心 部 にお け る 建 築規 制 に 関 す る 文 献 ・研 究 と して は、建

築規制が 制 定 され る歴 史 的 経緯 に つ い て論 じて い る もの
6）、歴 史 的

都 心 部保全 を 目的 と した 具体的な 計画事例、修復 ・改造事例 を 論 じ

て い るもの が み られ る
7｝。建 築規 制が 直接 及 ぼす建 築修復 ・改 造に

関す る研究 として は、歴 史的建 築の 転用 との 関係 を論 じて い る もの

が み られ る
s）。また、1960 年代 以 降 にイ タ リアで 取 り組まれ て きた

都 市再 生 に 関 す る事例 研 究 は 多 く見 られ 、本研 究 が 対 象 と して い る

ウル ビ ー
ノ都 市基本計 画 は 都 市再生 の 代表 的事例 と し て 、ま た 先駆

的な事例 と して 紹介 されて い る
9〕。し か し、イ タ リア で の 建 築 規制

に 関す る諸制 度が 確 立す る 以 前に 作成 され た 独 自の 建 築規制 と制度

確 立 後の 規制 と を比 較 し、建 築規 制の 特徴 と建 築規 制を 決定す る 要

因か ら建築規制の 役割 につ い て 考 察す る研 究はみ られない 。

2 ．ウル ビーノの 都市変遷 と戦後 の 空間計 画につ い て

1 ）ウル ビーノの 変遷

　 ウル ビーノ は ロ
ー

マ 時代 に 起源 を持 っ て い る。ル ネ ッ サ ン ス 期 に

は モ ン テ フ ェ ル トロ 侯 の 指揮 下 で 大規模 な開 発 が進 み、現 在 の 歴 史

的都 心 部 の 原 型が形成 され た。ウル ビ ー
ノ の 代表的 な建築で ある ド

ゥカ
ーレ宮殿、大聖 堂 もこ の 時期 に 建設 され て い る。そ の 後 18 世紀

に は新 古典 主義様式 の 劇 場や植物 園、ガ リバ ル デ ィ 通 りの 建設 な ど

の 大きな開発 を経て 今 目に至 っ て い る。

2 ）戦 後以 降の ウル ビーノ で の空 間計画と関連する制度の 変遷

　 イ タ リア で は 戦後 に 経済構 造が著 し く変 化 し、大都 市で 工 業 が発

展 して い く反 面、地 方都 市 は それ ま で 経 済 を支 え て い た農 業 の み で

は 生 活 す る こ とが 困難 とな っ て い た。そ の 結果、住 民 は 大都市へと

転 出 して い く傾 向 が み られ た。歴 史的都 心 部 に は 多 くの 文 化 遺 産が

残 され て い た が、ウル ビ ー
ノ で も建物 の 老朽化 と産 業基盤 で あ っ た

農業の 荒廃 の 影響 を受 け、住民 の 大都 市への 転出が 相次い で い た
Io）。

　以上 の よ うな 状況 に 対 し て、ウル ビ ー
ノ で は他都市に 比 べ て 早 い

時期に都市基本計画が作成 され、都市再生に 向 けた活動 に取 り組み

一 100一

始め た 〔表 1〕。都 市基本計 画は、前出 の デ ・カル ロ が 建 築 調査や祉

会 調査 を基 に作成 し、1964 年に 施行 され た
11）。ウル ビ

ー
ノ 大学の 規

模 拡張 と観光産業 の 安定化 に よ っ て経 済基盤 を確 立 す る こ とを 目的

と して、こ れ に対応 し た空間整 備が 計画 され た。具体的 に は、歴史

的都 心部 に ある利用 され て い ない 修道 院 の 転用 に よる大学 設備の 拡

張、地 下駐車場 と宿泊施設 の 充実が 計画 され た。本研 究 が対象 とす

る歴 史的都心 部内の 建築に対 す る建 築規制 も こ の 計画 の 中に 位置付

け られ て お り、用 途 指定や 街路舗装計画 と共 に 「再 生 プ ロ グ ラ ム

（Programma 　di　risanamento ）」 の
一
部と なっ て い る

12）。都市基本計

画は 1994 年 に 更新され たが、歴 史的都心 部に お け る建 築規制 は 1983

年 に 変 更 され て い る。こ の 背景 に は、1967 年 以 降に 「橋 渡 し法 （765

号法）亅、「ブ カ ロ ッ シ 法 （10 号法）」、「公 共 住宅 建 設 10 ヵ 年計 画 法

（457 号法）」 が段 階的 に制 定 され 、イ タ リア全 土 の 歴 史 的 都心 部 を

保 存す る た め の 仕組 み が形成 され て い っ た経緯 が あ る。法 律制定 に

よっ て全 国一律 の 建 築規制 メ ニ ＝L −一が定義 され たた め、自治体 はこ

れに 対応 す る建築規 制 を作成 した
13 ）。なお、1994年 の 都 市基本計画

で は 1983年 に変 更 され た建築規制 を継続 して採 用 し て い る が、歴 史

的 都 心 部 保 全 か ら郊 外 の 自然景 観 保 全へと 問題 は 移 行 した
14）〔表 1〕。

表 1　 ウル ビ ー
ノにお け る都 市計画 と関 連す る法制 度の 変遷

年代　　　ウルビ
ー

ノ都市計回　 i デ
・
カルロの建築作品 関連するイタリア法嚇度

L930 年代 i 　 、、、．　　　　　 39
文化財保 護法 C39）

1940 年代
1

市計画法 〔
‘
42 ）

1960 年代 楙 計画 閣 　韆磊繍 鯉 渡 し法 C67）尸 尸
L970 年代 覊

　 下駐 軍腸 （
「
7罰

　 路 （
‘
75＞

遨育学部校舎 c76）

グ労 ロ ツ シ法 （
’
77＞

公共住 宅建 設 10 ヵ 年計画

法 （
‘
78）

1980 年代 1欝
区 の 饌 繝 変萸iサン ツ・ オ嬲 （

・
8・） ガラ ッ ソ法 C85）

19引〕年代

　　　　　　　　　 鍵済学蔀摂否 （
「
g9）

都市基本緬 働

緒膨 騨灘職

3 ．1964 年に 作成 された 建築規制の 特徴

1 ）建築規制の 概 要

　 歴 史的都心 部 内の 建築 規制 に お ける 指定範 囲は 城壁 の 囲われ た 市

街 地全域 と隣接す る 2 つ の 街 区で あ り、対象建 物数 は 693件の うち

679 件 （一部指定 され て ない 建物 があ る が、未 指定 の 理 由は 不 明）

で あ る。建築規制は 許 可 され る変更 内容 に応 じて 段階的 に 設定 され

て い る。最も厳 しい 段 階 と して、建 築形態 と用 途 を
一体的 に 維 持す

る必 要 が あ る 「完 全 保 存修 復 」 が 定 義 され て お り、以 下 「部 分 保 存

修復」、「改 造 11U 」、「建替え 」、「取 壊 し」 が設 定 され て い る
15）。な

お、建 築規 制 は建 築的質や建 物の 状 態、衛生状 態 を調 べ た 建築調 査

結果 を基 に 作成され て い る
16）。

2 ） 建物単位 で見 られる 建築規制の 特徴

　建物 679件の うち既存の建 物 を利 用す る ケ
ース （「建替 え」、

「取壊

し」 以外）が 631件 を 占め て お り、これ は 全体の 93％にあた る 。 内

訳は 、「完全保存修復iに 43 件 （6％）、「部分保存修 復」に 51 件 （8％）、

「改造 IIM 」 に 537 件 （79％ ）が 指 定 さ れ て い る。形 態 の 維 持 が 求

め られ る 建 物 は全 体の 14％ とな る。一
方 、既存 の 建 物 を利 用 し な い

ケース で あ る 「建 替 え 亅、「取 壊 しユ に 指 定 さ れ た 建 物 は そ れ ぞ れ 34

件 （5％ ）．　 14件 （2％ 〉 で あ り、全 体 の 7％ に あ た る 〔図 1〕。

　建 築調 査 の 結果、建 築 的質
17）

の 影 響 が み られ る 〔表 2〕。建築 的

質が 高い 建 物 は 「完 全 保存修復 」 「部分保 存修復 」 に該当す るケ
ー

ス
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図 2　1964年 に 作成 され た建 築規 制

が 多い 。逆 に、建 築的 質 が 低い 建 物 の 中に は 建物 状態や衛 生状態 に

問題 が な い 場 合 に も 「建 替 え 」 指定 が み られ る。

　建 物の 活 用 方 法 を示 す 用 途 指定 に着 目す る と、全体の 79％ の 建物

が指定 され て い る 「改造」 は住居 との 関連が 強 く見 られ る 。 また 、

宗教 施設 は 「完 全保存修復 亅 に指定 され る傾 向がみ られ 、用 途 も あ

わ せ て 保存 され るべ き対象 とな っ て い る。そ の 他、大学施設 は 12

件 の うち 10件 が 「部 分保存修復 亅 に 指定 され て い る。こ れ は 用 途 変

更 が 町能 で ある 「部分保存 修復」 の 特 徴 に よ る とい え る 〔表 3〕。

表 4 街 区 ご とに み られ る建 築規 制の 傾 向

　 0曳　 　　　 20隔　　 　　 40X

− 一一一
60N

4

BOX　　 　　 tOO覧

● 完全保存修復

屠 部分保存修復

凾 改造 【

國 改造∬

田 建替え

皿 取壊し

図 1　1964年 建築 規 制 の 規 制 タ イ プ別 建 物数

表 2　建築規制 と建築的 質 との 関 係

建築 的質
　兀
保存峰復

；　 r1

保存修復
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　 良質．．1冂
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環 1凌
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守
39 ♂

F
　 l5劈 2羣 329

総 醗 435127224 且 33 64
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．

3

21 〔LOO％ ）
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o
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ゐ
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卍
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定
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『
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’ 0 内は街 区 ご との 各規 制 の 指定件 数割合 を示 して い る。街区 23 には、1 っ の 建物 が存

存す るが、建 築規制指 定されて い な い た め、総 計が 0 とな っ て い る．
・

表 3　建 築規制 と用途指定 の 関 係

用途／規 制
　兀
保存 修復

　卩
保存修復

改造 【
［

改造 皿 　 建替え［ ：取 壊し 総計

学校 ： z 1 盛
［
1

公共施 設 且　　1
書

鴛

．
1臼 ：

呈

鬢

．
f

宗教施 設
　 　 ξ

，2箋 込 1
き

： ： 2

住居

F ．
チ

弓　FFF　F1　幽．　層
且9

　．
駕媛 23〜曜

で 字

1撫 3
「
　 　 571

宿泊施 詛 メ ♂ 6． T 嘱

「
　 　 　 1

商 業
下　　

’
至 Il

．
竃

．

大学施 設 1、 L♂
『 1 ： 11

駐車場 f 乞 11
： 3

博物館 飯
』

ヨ 1
二

役所 ：
L1

： ： 3 3

総計 41． 4墜 2ge2413z 66

3 ＞街 区 単位で み られ る建築規 制の特徴

　歴 史的都 心 部全体 は 28 の 街 区
Is）に分割 され、実施 計画 は 街 区 単

位 で 行 わ れ る こ と と な っ て お り、規制は建物 の 特徴 か らだけで な く、

街 区 の 特徴 も考慮 され て い る 〔図 2〕 〔表 4〕。「改造j に 指定 され て

い る 建 物 が 全 体の 79％ で あ る こ とか ら、街 区単位 で も 「改 造j の 占

め る 割合 の 高い 街 区が 多い 。主 要 な街路の 裏側に 位置 して い る街 区

3、5、7、22 で は 特 に こ の 傾 向 が強 い 。こ の よ うな 街 区に は 庶 民 住 宅 が

密集 し て い る。「完 全 保 存 修 復」に 指定 され て い る 建 物 は 分散 し て 立

地 して い る が、街 区 6、16、20 に は 比 較的多 く存在 し て い る。中で も
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th区 　16、20 で は 「部分保 存修復 亅 指定の 建物 の 割合 も高 くな っ て お

り、特 に街 区 16 で は全建 物 が 「完 全保存修復 」 「部分 保存 修復 」 に

指定 され て い る。 街 区 16 に 位置す る リナ シ メ ン ト広 場 は ドゥカーレ

宮殿 と大聖 堂が存在す る ウル ビーノ の 中心 で あ るが、こ の 広場 を取

り囲む 建物 は 全て 「完全 保存 修復 」 「部分保 存修復 」 に指定 され て い

る。これ らの 建物は 規模 が大 き く、一体的 な形態維 持 を促 進す る こ

とに よ っ て街 並 み の 保 全 に配 慮 して い る とい える
19》。「建替 え 」 に

つ い て は、街 区 10、Y で 多 くみ られ、「取壊 し」 は街 区 26 で 多 く、

全 て の 建 物 が 「取 壊 し」 に指 定 され てい る。「改 造 1 以 外 の 規制 内容

は 集中的に 指定 され る傾 向 に あ る。

4 ）建築規制の 特徴 と建 築規制を決定して い る要因

　 1964 年 の 建 築規制 で は 「改 造」 を許 可 され て い る 建物が 多 くみ ら

れ、こ れ らの 建 物 の 用途 は 住 居 に指定 され て い た。当時 の建 築調査

結果 に も示 され て い る が 、衛 生 状 態な どに 問題 を 抱 えて い る 建物
zo ｝

を活用 し て い くた め に は 「改造亅 が 必 要か っ 適正 な作業で ある と判

断 され て い た と考 え られ る。一
般的 な歴 史 的都 心 部保全 にお い て 中

核 を成す 形態 の 維持 は ご く限 られた 建 物に しか 適 用 され て い な い 。

実際、建 築的質の 高い 建物 は 「完全保 存修復」 や 「部分保存 修復 亅

に指定 され て い る が、こ れ らの 建物 が 占め る割合 は 小 さ い 。建 物 の

形態維 持に よる歴 史的都 心部保全 よ りも活用可 能性 を考慮 した 建 築

規制 で あ り、各 建物の 用途 とこ れ に あ っ た建築 形態の 模 索が 決定 要

因 に な っ て い る と考え られ る。

卵 2胱 40覧 60覧 80瓢

図 3　1983 年の建 築規制 にお ける規制 タイ プ別建物数

4 ．1983 年 に作成 され た建 築規制

1 ） 建 築規制 の 概 要

　ig83年 の 建築規制 は 建築史家 と し て著名 な レ オ ナル ド・ベ ネーボ

ロ に よ っ て つ く られ た 現行規制 で ある ， 指 定 され て い る範囲は、「橋

渡 し法 1 の 規定 に準 じて 定義 され る歴 史的都心 部全域で ある。1964

年 と比 較す る と、1 街 区が 対 象外 と され た。なお 、規制の 対象 とな

っ て い る建 物数 は 686件で あ る。建築規制 内容は先述の 「公 共住宅

整備 10 ヵ年 計画法 」 の 制定 を 受 けて 、4 種類 を細分化 し た 6 種類に

定義 されて い る
2D。最も厳 し い 規制 は 「モ ニ ュ メ ン ト規制亅で あ り、

こ れ は 形態 と用途 の
一

体的 な 維持 を義務 付 け て い る。続 い て、形 態

維持 を推進 す る 「修復 」 が あ り、以 下 「改修 」、「管理 維 持 」、「取 壊

し」 の 順 で 規制 は緩 や か に な る．「改 修 」 に は 、建 物 の 外 壁 を 保存す

るこ とを 義務 とす る 「外 壁 保 存 改 修」 と建 物 の容積 を維 持 す る こ と

を義務 とす る 「容積維持 改修」 の 2 種類が あ る。

2 ）建 築単位 でみ られ る建築規制の 特徴

　最 も多い 建築規 制は 「修復 」 で あ り、508 件 （73％）が該当 す る。

形態 を維持 して い くべ き建 築規制 で ある 「モ ニ ュ メ ン ト規制 」と 「修

復」 に 該当す る建 物は 全体 の 78％を 占めて お り、形 態維 持を 重視 し
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た 規制 で あ る とい え る。「改 修 」 は 合わ せ て 126件 （19％）み られ る

が、「外 壁保 存改 倒 が 114件 （「改 修」 の 90％）を 占めて い る 。「管

理 維持 」、「取 壊 し」 に 指 定 され て い る建 物は そ れ ぞれ 12件 （2％）、

6件 （1％） で あ り、全 体の 3％に あた る 〔図 3〕。

　この 1983年の 建 築規制で は、各建物 の 建 設時期 を 基 に規 制 を割 り

当て て い る と考え られ る。ル ネ ッ サ ン ス 期 に建設 された建 物で その

後 に変 形 され な か っ た も の は 507 件 あ るが、こ の 内 1 つ を除い た全

て が 「モ ニ ＝ L メ ン ト規制」か f修復」 に指 定 されて い る。一方、1900

年代 に 入 っ て か ら建 設 され た建 物 は 1件 を 除 い て、「修復 」以 外 の 規

制が 指定 され て い る
22 ） 〔表 5〕。

表 5 既存建 築の 建 設年代 と建 築規 制 の 関 係

建築規制

／ 建設時期
変形

モ ニ ュメント

　 規制
修復11

外壁保存

　 改修
容積 維持
　改修

管理 維持

［
取壊し 計

なし
一 　   50

ル ネサ ンス期
あり

「．
Il 零 84 一 二 一

93

なし
一

躙 ア z 　 『 33
1800 年代

あり 一1 一 1α 一 一 ｝ 聖

なし 一
匪 2

1909 年代 ， ξ【あり
一 』 13

表 6 街 区 ご とにみ られ る建 築規制の 傾向
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3 ＞街 区単位でみ られ る 建築規制の 特徴

　1983 年 の 建 築 規制 にお い て 街 区割は 存在 し ない が 、比 較の た め に

1964年 の街区割を用 い て街区 ご との 規制指 定内容 を算 出 し た 〔表 7〕．

　歴 史的都 心 部全 城の 74％に あたる 「修復 i に指定 され る建 物 が 占

め 「モ ニ ュ メ ン ト規 制亅は 街 区 13、16、17、20 で 多 くみ られ る。「改

修 亅 は 街 区 21、25、X に 多 く、「管理 維 持 」 に 指定 されて い る 建物

は 街区 Y で 多 く、街 区 25、Y の 街 区 は 「修 復」が 占め る 割合 が比 較的

低 い 〔図 4〕。総 じて 、「修 復 亅以 外 の 規 制 は 複数の 建 物が まとま っ
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図 4　1983 年 に 作成 され た 建 築規制

て 指 定 され る 傾 向 が み られ る が、街 区や 建 物群 の 持つ 性格 よ りも各

建 物の 固有性 が 強 く反映 され て い る と考 えられ る。例 えば、街 区 16

は ウル ビ ー
ノ で 歴史的 に 重要 な中心 で あ る が、ル ネ ッ サン ス 期以 降

に 変形 され た 建 物 も他街 区の 建物 と同様 に 「改修 」 に指定 され、街

区の 特徴 に よ る影響 は み られ ない 。

4 ）建築規制の 特徴 と建 築規制 を決 定 して い る要 因

　 1983 年 の 建 築規制 は 全体 的 に 「修復 」 に指 定 され て い る建 物 が 多

い 点が 特徴 で あ る。建設時 期 が建築 規制 を決 定す る最 も大 き な 要 因

とな っ て お り、ル ネ ッサ ン ス 期に建設 され た建 物は ほ ぼ…律に 「修

復 」 に 指定 され る 。
こ の 中で も文 化財 と し て保護 され るべ き建物 は

「モ ニ ュ メ ン ト規制」 に指定 され る。一
方、既 に 変形 を加 え られ た

建 物、近年 に 建設 され た建 物 は保存の 対象と は な らない ケ
ー

ス が 多

く、建 替 えも検討され て い る。

　 1983 年 の 建 築 規制 で は ウル ビ
ー

ノ の 歴 史的都 心 部 がル ネ ッ サ ン

ス 期 に 形成 された とい う歴 史的経緯 が 歴 史的都 心 部 保 全 に重 要 な基

準 とな っ て い る とい える。そ の た め、既 存建築 に 対す る建 築規 制 は 、

建設時期 を基 準に 決定 され て い る と 考え られ る。

維持 を条件 とした建替 えが 含まれ て い る。以 上、全規制 タ イ プ は規

制 の 強弱 に応 じて 〔図 5｝の よ うな対 応関係 に あ る と い え る。

1964年の建築規制

建物数

　　　　完全保存修復 ○
　　　瀚 保figa 　O
亜 靱 1 ．二 ⊃

建gx 　o
取壊し O　 　 　 　 弱

窺
制
段
階

　 　 　 　 　 　 　 1983年の建築規制

O 矼 ユ・ ン ト規制
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8　 容積維 持改修

　 管理雑 持
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 建物数

O 贓 し

5 ．2 つ の 建築規制の 比 較 と建築規制の 意義 に つ い て

1 ）建 築規制タイ プに つ い て

　1964年 建築規制 と 1983 年の 建築規 制の 特徴、決定要因 は 異な っ

て い たが、両 者 の 特徴 を比 較す る前 に 両 建 築規制 が 指定 し て い た 規

制 タ イ プ を保 存 と変 更 に着 目し、規制 タ イ プ を比 較す る 。実際 に は 、

1964年 か ら 1983年 の 約 20 年 聞 に建 築行 為が 行 われ て お り、変更 さ

れ た建物 の 規制 に影 響 を及 ぼ して い る こ とは 十分 に 考 え られ る。

　 「完 全保 存修復 1 「モ ニ ュメ ン ト規 制 」は 共 に 間取 り、構 造 、装飾

な ど包 括的 な保 存が 義務付 け られ てお り、同 等 の 規制 タイ プ で あ る

とい える。「修復 」 「部分保 存修 復」 は 形 態の 保存 を意図 した規 制 で

ある が、「部分保存修復」が 限定的に 間取 りの 変 更を認 めて い るの に

対 して、「修復 亅は 構 造 ・
形 態 ・

類型 学 に 関わ る要 素の 保存 が義 務付

け られ、内部 空間 に 関す る 規制に 差 が み られ る。「改造」 「改修 亅 は

建築構 造 に は言 及 しな い が 、装飾要素 の 保存 ・修復 を求め て い る。

た だ し、「改倒 に は 要素 の 取 り替 え 許 可 だ け で な く、容積 と 輪郭 の

図 5 全規制 タイ プの 対応 関係 の イメ
ージ

表 7　 2 つ の 建築 規制 の 内訳

1964 年　 完全保篠
／1983 年　　 　修復

　 部分

1保存 修復 1臆 Ii 改造π i建翫
…

i 取壊 し i総貫＋

モ ニ ュ メン ト規制 日レ 1藍 ．．虐 鴕 ヨ　リ甲甲1｝ 3
修 復

　 i”
2窪

　 　 　 　 　 　 鯉

311　 22篝
屮 廿
20虜 還

　 　 hh，．11｛ 501

外壁保 存改修 3i
？　　　　　 『

6　　 5ま
　　阻門
34｝　　’甲

　 7
，霞 1110

容積維持改修
『 ？

　　　　 ｝

…　 　　 3iP 3i 　嘆睥 i12

管理 維持　　　P
　 　　 　　 ｝

1　 嘆 li
穿　 　
甲

5；鬥．門1iu
取壊し

｝ 　　 　　　 『1 llli 至 5
総 計 43i5 正i　 29窪

　　卍
241i34i 672

＊網が けされた箇所 は規制が 「格 上げ」 された建物数

2）建築規制内容に つ い て

　まず、図 2 と図4 を 比 較する と、1964年 にお ける 「完全保存修復j

「建替 え1 「取 壊 し1 と 1983 年の 「モ ニ ュ メ ン ト規 制」 「管理 維 持 亅

「取壊 し1 の 指定に は多 くの 共 通 点 が 見 られ る。い ずれ の 規 制で も

全面 的に 形 態 を維 持 す べ き 建 物 と大 き く形 態 の 更新 を 図 る ぺ き建 物

とは
一致 して い る。

　
一方、1964年 に 「改 造 i に 指 定 され て い る建 物 と 1983 年 に 「修

復 1 に 指定 され て い る建物 の 多く は
一

致 して お り、これ が 規 制 の 大

きな変更点 で あ る。前項 の 規制 タイ プ の 対応 関係 を踏ま えて 規制内

容 の 変 化 を みる と、1964 年の 「改造 II旺」 指定か ら 1983 年 の 「修

復1指 定への変 更 を 中心 に 479件 の 建 物 の 規制 が 「格 上 げ」 され て お

り、1983 年 の 規 制変更 は 量 的な 規制強化 と い え る 〔表 7〕。
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3 ） 考察

この よ うな 建築規制の 特徴は 建築規 制を決定す る 要因に 基 づ い て

お り、各 建 築規制 が想 定す る歴 史的都心 部の 姿を反 映 して い る。1964

年 の 建 築規制 は歴 史的都心 部 を住民 が 生活 する場所 と して 捉 えて お

り、既 存建 築 の 用途 を考慮 した 規制 タ イ プを 適用 して い た と考 え ら

れ る。一
方、1983 年 の 建築規 制は、歴 史的都心 部 とい う言葉が意 味

す る 「近 代化以 前に 形成 さ れ た 市 街 地 亅の 形 態 維 持 を 意 図 して お り、

建 物 の 建 設時期 に よ っ て 規 制 タイ プ を 指定 して い る。す な わ ち、「修

復」に よ る全面 的な 形態維 持 を求 め られ る建 物 、「改修 」に よ る 装飾 的

要素 の 形態維 持を 求 め られ る建 物 は、建設 時 期 とそ の 後の 変 形 の 有

無 を基 準に 指定 されて い た。

建築規制 は建 築の 保存 を促 す こ とに よっ て 、歴 史的都心 部 を保 存

して い くこ とを可 能 にす る 手段 で ある。しか し、現状 で は課 題 は規

制 範 囲 内 の 行 為 で 既 存建 築の 活 用 方 法を模 索す る こ と へ と移 行 し て

い る
23 ）。既存 建 築 の 活 用 が 歴 史 的都 心 部 の 活 用 ・保 存に 与 える 影

響 ・効 果 を考 え る場 合、規 制 に よ っ て 形 態 の 維 持 を求 め る だ けで な

く、活 用 方 法 を同 時に 考 え る こ と が必 要 で ある と考 え られ る。

6 ．結 論

本稿 で は 建 築規制の 分析 に よ り以下 の こ とが 明 らか に なっ た 。

1 ）1964 年 の 建 築規制 で は 、既存 建 築の 活 用 が 形 態 の 維持 よ り も優

先 され て い た。結果 と して 形 態 を維持すべ き 建物 は 限 られ て お り、

「改造」指定を受 けて 形態 の 変 更を許可 さ れた 建 物 が 多 くみ られ た。

2 ）1983年 の 建築 規制 で は 既 存建 築の 建 設 時期 に 着 目し、ル ネ ッ サ

ン ス 期 に建設 され た建物 に対 し て その 形 態の 維持 を 優先 して い る。

3 ）1964年の 建築規 制で は建 築の 活用 に よ っ て 住 民が 生 活す る 場所

と して の 歴 史的都心 部 を実 現 し よ うと して お り、1983 年 の 建 築規制

で は 建築 の 形態時 に よ っ て 歴 史的都 心 部 を 定義す る 「近代 化以 前に

形成 された市街地jの 形 態維持 を 目的 と して い る。

4 ）建 築規制 の 役割 は 単体建 築の 保存 に よ っ て 歴 史的都心 部 の 形態

維 持 を促 進す る だけで なく、各建物 の 活 用方法 を 決定す る こ と に よ

っ て歴史的都 心部 の 活 用を促進 す る と考え られ る。

参考文献

1）GDe 　Carlo：Urbino　La　storia　di　una 　citta　e　il　piano　della　sua 　evo璽Wione

　 Uibanistica ，　Marsilio　Editori．1966
2）L、Benevolo　e　P　Boninsegna：Urbino，　Editori　Laterza，1986
3）GDe 　Carlo：ll　fUturo　dei　cenni 　storici　e 　il　Prg　di　Urbino．Argalia　Ed．．Urbino，
　 19644

） GDi 　Ludovico：Urbino　ltineraiio　stOrico 　artistico，　Editotice　Fortamia，1999
5）GDe 　Carlo．　Le　ragioni 　de］1’architetU 亅ra，　Electa　Ed．．2005
6＞陣内 秀信 ；イタリア 都市再 生の論理 ，鹿 島出版 会，1978
7＞宗 田好史 ：にぎわ いを呼 ぶ イタリア のまちづ くり，学芸出 版社，2000
9）パ オラフ ァリ

ー二、植 田暁 ：造形別冊 1 イタリア の都市再 生 ，1998
9）宮脇勝 ：イタリア の 都市美ル ネサン ス ，都市美，学芸 出版社，2005
10）宮脇勝 ；ガラッソ法の 風 景計画 と歴史都心 の 計画，都市 の 風景計画，学 芸 出

　版社，2000

注

リ ジャン カル ロ ・デ・カル ロ （Giancarlo　De　Carlo／ 1919− 2005 ＞は近代建築構想に

　 対峙 してきた建築家として 著名 で ある。CIAM に参加し、後に チーム 10を結成し

　 た。住 民参加 による集合住宅設計、地域 固有 の 建 築言語を取り入 れ た設計を行

　 い 、近代建築に対するオル タナティブ を提示した。建 築設 計だ けで なく都 市計画

　 にも携 わり、ウル ビ
ー

ノの 他、リミニ 、パ ヴィア 、ピス トイアの 計画を手掛けた。
2） 「La　Data」立面 図
3）

本研究では 各自治 体が決 定する歴史的都心部内の既存建築への 建築行 為に

　対する規制を対象 として い る。都市基 本 計画 （Piano　Regoratole　Generaleの 邦訳 。
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　自治体 が作成する）に位置付けられ る。1967年以 降甚本計画の 作成は義務とな

　っ た。この 他 の規制には文化財保護法や自然美保護法などがある。
4｝

参考 文献 3）
s） 1964年 に っ いて は 、1964年施行の都市基本計画 に っ い て 出版 された参考文

　献 Dに 掲載され た建 築調査 結果を用 い た。且9S3年 につ い ては 、ウル ビ ーノ都 市

　計画 が所有する 1983 年の 建 築規制作成 の 際に行 われ た調査 結果 を用 いた e

s）
陣内は参 考文献 6＞で 制度 が誕生 するまで の 経緯と背景 につ い て論 じて いる。

　制度 の 変遷 と変更 内容に 関して は参考文献 7）で 宗 田が詳 述して い る。
7）

金 沢によるイタリア の 地 区 詳 細 計 画 に 関す る事例 研 究、宮脇 勝によるイタリアに

　おける景観計 嘩の 研究。宮脇 は参考文献 10）に お い て多くの 事 例 を報 告し、規
　 制を決定する主体、都 市の 規模 に応 じて 変化する規制タイプ 、規制を整 備する

　 方法 とい っ た観 点か ら歴史都 市保全の 事例 を整 理した研 究が みられる。さらに景

　観計 画 との関連に っ い ても言及してい る．
8〕

斎藤、八木 によるイタリア ・ミラノ市で の 歴史的建造物の 転用に関する研究
9〕

参考 文献 6）7＞8）に多くの 事例 が紹介されてい る。ウル ビ ーノは 6＞で建 築調査 に

　 基づいて 作成 されたはじめての 都 市基本計画として紹介されてい る。
10｝

参考文 献 6）7）；転 出 問題 はイタリア全土で み られ る深刻な問題であっ た。
lD

参考文献 3）
lz）

参考文 献 1）
13） 457 号法 31 条で は建 設行為 にっ い て ．「通常維持 （ma 皿 utenzione 　ordinaria ）」、
　 「特別維持 （rnanutenzione　straordinaia）」．「修復

・
保存 回復 （restauro 　e

　risarlan・ento 　censervativo ）．1．「改修 （ristmttUraziene）亅，「建設 （nuovE

　 costruZio ”e ）」の 5種 類 を定 義してお り、歴史的都心部で は建設を除い た4種類

　 が許 可 され ている。なお 、法 律名称 は参考文献 （の を参照した。
14）

参 考文 献 5）
璽5）

参考文 献 の；規制タイプ の イタリア語表記を付 す。「改 造」は施 工 規模に応じて 、
　 「建築単位での 改造 」と「建築群 単位で の改造」（以 下、改造 1・改造 1）に分類

　され てい る。「完全保存修復（restauro 　Vincoto　assoluto ）1
「部分保存修復（restauro

　Vincolo　pa∫zia ］e）」「建物単位で の 改造 （ripris血 o 　per　singoli 　edifici）」「建物群 単

　位で の 改造（ripristino 　per　aggregaZione 　di　edifici）1「建替え（demolizione　con

　 costraziene）］「取壊し（demolizione　senza 　costruZione ）」

　　なお 、既存 建築 の 保存しなければならない 部分は、「完全 保存修復i「部分保

　存修復 」「改造iの規制 タイプごとに以 下 の ように定義されて い る。「完全保存修

　復亅；設 備 、構 造、オ リジナル の 装飾を完全 に保存する。「部分保存修復」；都市

　計画，建 築風 景．芸術的 に価 値 ある部 分 を完全 に保 存するe「改造」；建物の 建築

　 的特徴 （容積、集合、技術、材料 ）を保 存 す る。
16）

参考文献 1）：ウル ビーノで は都 市基 本 計 画 作 成の ため に 、1959年に建物 調査

　 を行った。調査項 目には、建設時代区分、質、構造 の 状態 （垂 直方 向、水平方

　 向、屋根の 3 項 目を 4 段階で 評価）、階段 、日照 、換気 、下水 設 備 、排 水 設 備 の

　 有無・位置、所有者が ある．さらに、調査結果、および 複数項 目の 評価 を総合し

　 た指 標を基に各建物 に関する情報が 作成 されて い る。
17）

建 築的質 （Qualita　architettenico 　degli　edifici ＞は 時代 区分 （中世／ル ネ ッ サ ンス

　／バ ロ
ック／新古典主 義／現代）と建物の 価値を総 合的に判断した評価で ある．

18）
街 区は平均で 24．75 の 建 物で 構成され てい る．最も規模 が 大きい 街 区 X は 91、

　 最も少 ない 街 区で は 1 つ の 建物 で構成されており、街 区によっ て 状況が異なる。
19）

参 考文 献 1）：「歴 史的都 心 部にお ける問題 の 背景 には 、2 つ の 根本 的な疑閼

　 がある。1 つ は、旧建 築の 形 態 はそ れ が属 す る組 織 が変形され た 時に 、自らの 意

　義 を維 持できるの か とい う疑問で ある。もう1 つ は、近 代 的な建築形 態 は 1日市街

　 の
．．一
慣 性を壊すことなく導入 され 得るか とい う疑 問 であ る。亅と記 述され て い る。リ

　 ナ シメン ト広 場周辺 の 建 築規制指定方 法 は、前 者 に対 す る一つ の 回 答 といえる。
　また、街 区 10，11 にみられる「建替えjにっ い て 「周辺 とは不調和 に建 設され 、ま

　 ちの 輪郭を悪化 させて い る。…用途を維持 しつ つ 、同等の 機能 を実 現 で きるよう

　 に再建されることが望ましい 」とあり、後者に対する配慮もみ られ る。
10） 1964年 当時の 建 築調査で は 、319の 建物で 衛生状 態が不良、もしくは劣 悪と判

　 断されて い る。また、建 物の 状態は 290の 建物が平均以 下 と評価されてい る。
11）

ウル ビーノ都 市計画局資 料で は、1983 年建 築規制 は規 制 タイプ 様 式 （Medalita

　 di　intervento）とされて い る。「モ ニ ュメン ト規 制（Restauro 　vincolo 　mounmentale ）亅、
　 「修復 （Restauro）」「外壁保存改修 （Ristrutn衄 on 。　con 　v血 oolo 　parziale）」「容積

　 維 持改修 （itisimtturazi。ne 　con 　Vineoto　v。1umetorico）」「管理維持 （〔lrdinaria　e

　 straordjnan
’
amanutenzione ）」、「取壊し（demeTizione）」e

　　な お 、各規制タイプ は以下 の ように定義され てい る。「モ ニ ュメン ト規制」；設備、
　構造 、オ リジナル の 装飾を完 全 に保 存 す る。「修復 ・保 存回 復」；類型学、形態、
　構造、用途にお け る建 物組織を保存す る。「改 修」；変形 、建物 の構 成 要 素の修

　復、取り替え。取壊しと再建 （ただ し容積と輪郭は現 状が維持 され る〉。「管 理維

　持亅；現存する技術設備を補完するこ と。また 、構造 を含め た建 物 の
一

部 を更 新

　 ／取り替えるために必要とされる作業 修 正 。ただ し、一体とな っ てい る不 動産 の

　 容積・表面を損なうこ となく、また用途の 修 正 を行 わない こ と。
22〕 1964 年の 建築規制におい て も、建 物の 建設 時期 と建 築規制との 相関 性 は み ら

　 れ る．1900年代の建物は 形態維持になってい ない 。しか し、ル ネサン ス 期に建 設

　 された建 物で 「建替え」「取壊し亅に指定される建 物もみ られる。
23）

参 考文献 7）；宗田は 「建 築保全 手法もより幅広いもの になり、（中略）弾 力的修

　 復手 法が
一

般化 した」として 、柔軟な計画が可能とな っ たこ とを指摘してい る。

（L？006年 9 月）．O日 原 稿受埋 、2007年 1 月 1S 日採 用決定 ）
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